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平成 19 年 9 月 3 日    

各   位 

                

                          会社名  酒井重工業株式会社 

                          代表者  代表取締役社長 酒井一郎 

                               （コード 6358） 

                          問合せ先 取締役管理部長 渡辺秀善 

                                TEL 03-3434-3401 

 

平成 1 8 年（2006 年）3 月期以前の不適切な早期売上計上処理  
に関する過年度業績の訂正予定について  

                          

平成 19 年５月末に、当社の過年度中間決算処理の疑義に関する匿名通報があり、社内調査におい

て事実確認を行った結果、平成 18 年（2006 年）3 月期以前の中間期を中心として、当社国内事業本

部の売上高計上に「確定受注案件の早期売上計上」という不適切な会計処理が行われていた事実が判

明致しました。 

 

当該事実を受け当社では、会計監査人及び顧問弁護士との緊密な連携を取りつつ、社内独自調査ﾁｰ

ﾑによって過年度業績訂正の正確な数値把握、事実確認と問題点把握、改善措置策定を進め、並行し

てその対処の適切性について外部調査委員会による検証を受けて参りました。 

会社としての当該過年度業績に係る訂正予定数値が固まり、監査法人より監査報告書を最終的に受

ける状態となりましたので、本日、訂正予定数値の概要、問題の調査結果と現時点における会社とし

ての対処についてお知らせ申し上げます。 

 

当該訂正に伴う開示済みの決算短信等の訂正並びに過年度の有価証券報告書等に係る訂正報告書

の提出につきましては、監査法人の監査報告書が提出されました後、速やかに行う予定であります。 

（９月中旬の予定であります。） 

また会社の対処につきましては、改善措置および再発防止策等を引続き精査し、改めて詳細をご報

告致します。 

 

平成 19 年（2007 年）3 月期においては、既にこの不正行為による不適切な会計処理が行われてい

ないことが確認されており、現在開示しております平成 19 年 3 月期末の業績内容及び財務内容に毀

損はありません。 

なお、平成 19 年３月期の決算短信および中間決算短信については、前会計年度である平成 18 年３

月期における早期売上計上の訂正に伴い、訂正の開示を行う予定であります。 

 

過去にこのような不適切な会計処理が行われていたことは極めて遺憾であり、長期に亘り不適切な

過年度財務情報を開示しておりましたことに対し、投資家の皆様並びに市場関係者の皆様に深くお詫

び申し上げます。 
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不祥事を発生させてしまった会社の体質を全社で深く反省し、これを契機として、社内意識改革の

徹底と、魂のこもった有効な内部統制ｼｽﾃﾑの再構築によって、二度とこのような間違いを起こさない

健全な経営体制を全力で構築して参ります。 

 

｛１｝訂正の理由 

  平成 18 年（2006 年）3 月期以前に行なわれていた「確定受注案件の早期売上計上」という不適 

切な会計処理に対して、売上計上の期間帰属のズレを過年度に亘って調整し、過去 5 期間（連結・

単体）の決算短信並びに過去 3 期間（連結・単体）の中間決算短信を正しく訂正するものです。 

 

｛２｝訂正を行う予定の決算短信及び中間決算短信の訂正範囲  

 （決算短信） 

平成 15 年 3 月期（平成 14 年 4 月 1 日～平成 15 年 3 月 31 日） 公表日 平成 15 年 5 月 27 日 

平成 16 年 3 月期（平成 15 年 4 月 1 日～平成 16 年 3 月 31 日） 公表日 平成 16 年 5 月 27 日 

平成 17 年 3 月期（平成 16 年 4 月 1 日～平成 17 年 3 月 31 日） 公表日 平成 17 年 5 月 27 日 

平成 18 年 3 月期（平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日） 公表日 平成 18 年 5 月 26 日 

平成 19 年 3 月期（平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日） 公表日 平成 19 年 5 月 15 日 

 （中間決算短信）   

平成 17 年 3 月期（平成 16 年 4 月 1 日～平成 16 年 9 月 30 日） 公表日 平成 16 年 11 月 26 日 

平成 18 年 3 月期（平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 9 月 30 日） 公表日 平成 17 年 11 月 25 日 

平成 19 年 3 月期（平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 9 月 30 日） 公表日 平成 18 年 11 月 27 日 
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｛３｝連結・単体業績訂正予定の概要  
          ( 百万円）  

    連  結   単  体  

【 通 期 】   訂 正 前 訂 正 後 影 響 差 額  訂 正 前 訂 正 後 影 響 差 額 

    (B） (A） (A －B )   (B） (A） (A －B )  

平成１５年  売 上 高 13,973 13,930 △4 3   12,699 12,652 △4 7  

３月期 営 業 利 益 26 12 △1 3   118 101 △1 6  

 経 常 利 益 12 △1  △1 3   191 175 △1 6  

 税 引 前 純 利 益  △3 0 9  △3 2 2  △1 3   △1 3 2  △1 4 9  △1 6  

(2003/3 月期)  当 期 純 利 益 △2 1 4  △2 2 7  △1 3   39 22 △1 6  

                 

平成１６年  売 上 高 14,280 14,326 46  12,608 12,658 50 

３月期 営 業 利 益 347 362 15  392 410 18 

  経 常 利 益 53 69 15  300 318 18 

 税 引 前 純 利 益  △2  13  15   244  262  18  

(2004/3 月期)  当 期 純 利 益 79 94 15  313 331 18 

                 

平成１７年  売 上 高 14,884 14,726 △1 5 8   13,678 13,518 △1 60  

３月期 営 業 利 益 258 206 △5 1   240 191 △4 9  

  経 常 利 益 70 18 △5 1   184 135 △4 9  

 税 引 前 純 利 益  147  96  △5 1   326  277  △4 9  

(2005/3 月期)  当 期 純 利 益 76 24 △5 1   275 225 △4 9  

                

平成１８年  売 上 高 16,541 16,607 65  13,525 13,593 67 

３月期 営 業 利 益 135 156 21  0 20 19 

 経 常 利 益 △4 5  △2 3 21  △4 1  △2 2 19 

 税 引 前 純 利 益  244  266  21   181  200  19  

(2006/3 月期)  当 期 純 利 益 142 164 21  116 135 19 

                

平成１９年  売 上 高 18,933 19,030 96  14,096 14,193 96 

３月期 営 業 利 益 512 542 29  89 118 29 

  経 常 利 益 258 288 29  23 53 29 

 税 引 前 純 利 益  253  282  29   △9 3 7  △9 0 7  29  

(2007/3 月期)  当 期 純 利 益 △2 4 4  △2 14  29  △1 ,384 △1 ,355  29 

＊百万円未満切捨て表示 
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｛４｝中間連結・単体業績訂正予定の概要                         （百万円） 

    連  結   単  体  

【 中間 】   訂 正 前 訂 正 後 影 響 差 額  訂 正 前 訂 正 後 影 響 差 額 

    (B） (A） (A －B )   (B） (A） (A －B )  

平成１７年  売 上 高 7,339 6,691 △6 4 7   6,736 6,079 △6 5 7  

３月期（中間） 営 業 利 益 207 △7  △2 1 4   260 51 △2 0 9  

  経 常 利 益 169 △4 5  △2 1 4   231 21 △2 0 9  

 税 引 前 純 利 益  229  14  △2 1 4   336  127  △2 0 9  

(2004/9 月)  当 期 純 利 益 123 △9 1  △2 1 4   241 32 △2 0 9  

                 

平成１８年  売 上 高 8,479 7 ,994 △4 8 4   7,471 6,981 △4 8 9  

３月期（中間） 営 業 利 益 285 1 50 △1 3 5   180 47 △1 3 3  

  経 常 利 益 241 105  △1 3 5   173 39 △1 3 3  

 税 引 前 純 利 益  249  113  △1 3 5   180  46  △1 3 3  

(2005/9 月)  当 期 純 利 益 197 6 2  △1 3 5   152 18 △1 3 3  

                 

平成１９年  売 上 高 9,047 9,057 9  6,958 6,967 9 

３月期（中間） 営 業 利 益 89 93 4  △1 5  △1 0  4 

  経 常 利 益 △3 5  △3 1 4  △3 4  △3 0  4 

 税 引 前 純 利 益  △2 9  △2 5  4   △2 9  △2 4  4  

(2006/9 月)  当 期 純 利 益 △1 0 6   △102  4  △8 7  △8 3  4 

＊百万円未満切り捨て表示        

 

｛５｝問題の調査結果と現時点における問題認識と対処 

（１） 不適切な会計処理問題の概要  

１． 不適切な会計処理の範囲  

① 常務取締役国内事業本部長の独自判断の下、国内の製品売上計上において確定受注案件の早

期売上計上処理が行われておりました。 

② 翌会計期間に計上すべき確定受注案件について、客先との所有権移転行為の実現無しに、工

場組立完了製品を工場在庫等のまま、前倒しで早期売上計上するという不適切な会計処理で

あります。 

③ 会計監査人の監査を逃れるために、この早期売上計上に伴う一連の関係書類の一部を改ざん

するという不正行為が行われていました。 
④ 調査の結果、架空売上計上、原価・経費の先送り、着服などの不正行為はありませんでした。 

⑤ 調査の結果、意図的な不正行為は無かったものの売上計上の期間帰属判断の厳格性に欠ける

売上計上処理がありましたので、併せて抽出し、見直し修正の対象としました。 
２． 不適切な早期売上計上が行われていた期間  

① 平成 11 年（1999 年）9 月から平成 18 年（2006 年）3 月までの 6 年半に亘り行われていま

した。 
② 平成 19 年（2007 年）3 月期には、不正行為が行われていないことが確認されました。 
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３． 不適切な早期売上計上の関与者  

 ① 主導的直接関与者  

主導的直接関与者は、常務取締役国内事業本部長でした。国内事業本部長の独自判断と指示

の下、前営業部長が、前営業業務部長、業務部長に実務を指示し、早期売上計上を実行して

いました。 

② 直接関与者 

  直接関与者は前営業業務部長、前営業部長、業務部長でした。 

  直接関与者である前営業業務部長、前営業部長、業務部長及は、不本意ながらも不正行為の

実務の取りまとめを実行していました。 

③ 準直接関与者 

  準直接関与者は、国内営業所長と工場出荷担当室長でした。 

  準直接関与者は、前営業業務部長、前営業部長、業務部長の指示または要請に基づき、国内

営業所長および工場出荷担当室長が嫌々ながらも不正行為を実行していました。 

④ 取締役の関与 

・主導的関与者は、不正行為開始時点は従業員の営業統括部長の地位にありましたが、その後

取締役国内営業部長、常務取締役国内事業本部長に就任しておりました。 

・直接関与者であった前営業業務部長は、従業員時代に不正行為の実行に直接関与していまし

た。その後取締役小型事業本部長に就任致しましたが、取締役就任後の不正行為への直接関

与はありませんでした。 

・取締役社長、取締役副社長、その他の取締役による不正行為への関与はありませんでした。 
 

４． 不正行為による過年度業績への影響  

① 不正行為による早期売上計上処理は、会計監査人の実地たな卸し監査の無い中間期を中心に

行われていました。 

② 過去 5 年間の連結業績の累計値は、早期売上計上による業績訂正が売上高の期間帰属のズレ

の修正でありましたので、その訂正予定額の累計はゼロの近似値であり、現在開示中の平成

19 年（2007 年）３月末純資産額に訂正予定はありません。   

③ 平成 19 年 3 月期に不正行為による早期売上計上はありませんでした。 

④ 過年度中間連結業績への影響     
                （単位：百万円） 

                                           中 間 連 結 売 上 高        税金等調整前中間純利益  

 期  修正前 不正 見直 修正計 修正後 修正率 修正前 不正 見直 修正計 修正後 修正率 

平成  

16/9  
7,339  △567 △80 △6 47   6,691  △8 .8 ％    229  △180  △34 △2 14     14  △93 .6%  

17/9   8,479  △607  122 △4 84  7,994  △5.7%    249  △167      31 △1 3 5    113  △54.3 ％  

18/9   9,047      －  9  9   9,057  0.1 %   △29     －    4 4   △25  14.1 ％  

＊不正： 書類改ざん等不正行為による早期売上計上の期間帰属修正額 

＊見直： 計上判断見直しによる期間帰属修正額 ＋ 前年度期間帰属修正に伴う当年度調整額 
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（単位：百万円） 

             中 間 連 結 純 資 産 額             

期  修 正 前  自己資本比率 修 正 額  修 正 後  自己資本比率 修正率 

平成  
16/9 

  16,516    58.6％   △2 1 4     16,302    58.4％  △1 .3 ％  

17/9      16,961    56.2％    △186     16,774    56.0％  △1 .1 ％  

18/9     16,576    59.9％    △25        16,551    59.9％   △0.2 ％  

 

  ⑤ 過年度連結業績への影響                         ( 単位：百万円)  

           連 結 売 上 高        税金等調整前当期純利益   

 期  修正前 不正 見直 修正計 修正後 修正率 修正前 不正 見直 修正計 修正後 修正率 

平成
15/3 

13,973  △38   △5 △4 3  13,930 △0.3%  △3 0 9  △12  △1 △1 3  △3 2 2  △4 .2%  

16/3 14,280  －   46   46  14,326   0.3%    △2    －     15    15     13  －  

17/3 14,884   △63  △94 △1 5 8  14,726 △1 .1%    14 7   △17 △34 △5 1     96  △3 4.7%  

18/3 16,541   △80  146  6 5  16,607   0.4%    244    △7  28    21    2 66    9.0%   

19/3 18,933  －    96   96  19,030   0.5%    253  －   29    29    2 82    11.5%  

累計  78,613  △182  189 7  78,621 0.0%  334   △36  37    0    3 3 5    0.3%  

＊不正： 書類改ざん等不正行為による早期売上計上の期間帰属修正額 

＊見直：  計上判断見直しによる期間帰属修正額 ＋ 前年度期間帰属修正に伴う当年度調整額 

 （単位：百万円） 

                               連 結 純 資 産 額                

期    修  正 前  自己資本比率  修  正 額    修  正 後  自己資本比率  修正率  

平 成

15/3 
      16,127      60.2%        △14      16,113      60.1% △    0.1%  

16/3     16,662      60.0%          0        16,662      60.0%      0.0%  

17/3       16,453      56.9%       △51        16,401    56.9% △  0 .3 ％  

18/3       17,127      59.4%       △29        17,097      59.4% △    0.2%  

19/3       16,410      56.8%          －        16,410      56.8%      －  

 

（２） 現時点で認識されている問題発生の経緯  

１． 不正行為が行われた背景  

① 環境背景は、政府建設投資縮小に伴い短期間に国内製品売上が半減するという国内事業環境

の急激な悪化であると認識されました。 

② 内部統制上の背景は、「出荷基準」と定めていた国内製品の売上計上基準が、会計処理上の

期間帰属判断に解釈の幅が広く、売上計上処理に曖昧性を残していたことが不正行為を発生

させ易くした土壌にあるものと認識されました。 

③ 統制環境上の背景は、不正行為関与者が会計のﾙｰﾙ違反と書類改ざんに罪悪感を持っていた

ものの、早期売上計上が重大なｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ問題であるとの意識を持っておらず、指導層の法

令等の厳格化に関する認識の曖昧さがあるものと認識されました。 
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 ２． 不正行為開始の動機  

① 動機は、急激な売上減少と需要下降傾向の中で売上計画を達成しなければならないというﾌﾟ

ﾚｯｼｬｰでした。 

② 過去に客先からの製品保管依頼書に基づく未出荷製品の売上計上が増加した際、営業業務室

長が会計監査人から事情説明を求められていたことがあり、この問題性を理解せず、逆に書

類改ざんという不正行為により外部会計監査を逃れる方向に進んでしまったことが確認さ

れました。 

 

 ３． 不正行為が行われなくなったきっかけ  

  ① 国内事業本部の再建策（営業戦略変更・ﾏﾄﾘｯｸｽ業績管理・人事異動）を実行する中で、不正

行為が自主的に行われなくなりました。 

  ② 平成 18 年 5 月の内部統制ｼｽﾃﾑ構築の基本方針決議以降、その対応を通じて、全社的なｺﾝﾌﾟ

ﾗｲｱﾝｽ認識が徐々に醸成され、不正行為を許さないﾑｰﾄﾞが醸成されて来ていたことも間接的

なきっかけになっていたものと認識されました。 

 

 ４． 不正行為が発見されなかった原因  

   人的協力を得た書類改ざんとｼｽﾃﾑ処理により、売上計上帳票類とﾃﾞｰﾀ類が改ざんされて整っ

ていた状況下、内部監査室監査、監査役監査、取締役会の監視ともに有効に機能することが

できませんでした。 

 

（３）不正行為が行われたことに対する現時点での問題認識  

 １．法令等の厳格化に関する認識の曖昧さ  

  ① 主導的関与者自身の低いｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ意識の中で行なわれた強い指示と、主導的関与者からの

指示に基づく要請に対して関係した部門の従業員がこれを覆すことができなかったことが、

不正行為が行われた本質的原因と認識致しました。 

  ② ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ意識は会社の風土問題であると同時に、組織を構成する個人単位の意識水準の 

問題であり、複合的施策の組み合わせによって会社全体の意識改革を進めて行く必要性を強 

く認識致しました。 

 

 ２．取締役・組織指導層の法令・会計知識の不足  

        主導的関与者、直接関与者、準直接関与者ともに、当該不正行為が悪いこととは感じつつも、 

重大なｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ問題に発展するという認識を全く持っておりませんでした。 

    取締役・組織指導層の法令・会計知識等の不足が、重大な問題意識を持たない不正行為を誘 

発させた背景にあったものと認識されました。 

 

 ３．不正行為に対する内部統制ｼｽﾃﾑの弱点 

  ① 会計ｼｽﾃﾑ上の売上計上に係る内部牽制は機能しておりましたが、人的な書類改ざんとｼｽﾃﾑ処 

理により売上帳票とﾃﾞｰﾀ類が整っていた状況下、既存の内部統制が有効に機能することがで 

きませんでした。人的不正操作による内部統制ｼｽﾃﾑの弱点を強く認識致しました。 
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  ② 人的な不正操作に対する内部統制は、統制環境を基本とした教育徹底による法令遵守風土の

醸成と有効な内部統制ｼｽﾃﾑの厳格な運用の組み合わせによる不正防止体制の構築が不可欠

であると強く認識致しました。 

 

４．二次輸送を伴う売上計上処理ﾙｰﾙの曖昧さ 

 ① 二次輸送を伴う売上計上において、期間帰属判断に曖昧性のある会計処理があったことが 

不正行為調査の中から判明し、売上計上処理上の計上日判断ﾙｰﾙに曖昧性を残していたこと 

を認識致しました。 

  ② 「出荷基準」（原則工場出荷日を売上計上日とする）と定めている売上計上基準の適用に、 

   曖昧さを残していたことが不正行為を誘発した原因となっていたことを認識致しました。 

    

（４）改善措置および再発防止策  

１． 法令等の厳格な遵守に向けた会社全体の意識改革  

① 企業行動憲章の発効と周知徹底 （ 6 月 11 日実施済み） 

② 内部通報制度の発効と周知徹底 （ 6 月 19 日実施済み） 

③ ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ問題に関わる懲戒規程見直し（早急に内部統制ｼｽﾃﾑとして策定） 

④ 内部監査制度の見直し・強化  （早急に内部統制ｼｽﾃﾑとして策定） 

 

２． 経営・組織指導層の法令・会計認識の醸成  

 ① 専門家による役員、幹部に対する法令・会計研修  （ 7 月 9 日実施済み） 

 ② 取締役会規程の改訂      （ 7 月 9 日実施済み） 

 

３． 有効な内部統制ｼｽﾃﾑの早急な構築・運用体制の強化  

① 取締役社長をﾄｯﾌﾟとする「内部統制委員会」の設置 （ 8 月 8 日実施済み） 

② 内部統制ｼｽﾃﾑ構築に関わる人的・知的ﾘｿｰｽの増強  （ 8 月 1 日実施済み） 

 ・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ契約、経験者の招聘、人員増強 
 

４． 国内製品の売上計上処理ﾙｰﾙの厳格化 

中継点を介して二次輸送が発生する場合の売上計上判断に曖昧性を残していたため、 

   この改善策として、売上計上ﾙｰﾙを次の通り厳格化しました。（ 6 月末実施済み） 
      

売上計上ﾙｰﾙの改善： 

「工場出荷時点の売上計上」 ⇒ 「客先直送出荷時点の売上計上」 
 
（５）独自調査と会社対応の適切性検証について  

   本件の内部通報情報入手以降、事実確認、過年度業績訂正の正確な数値把握、事実確認調査と

問題点把握、改善措置策定について、当初より会計監査人並びに顧問弁護士との緊密な連携の

下、社内独自調査ﾁｰﾑによって調査を進め、その独自調査の内容、改善措置、社内処分の適切

性について外部調査委員会の指導と検証を受け、会社としての対処の適切性確保に努めて参り

ました。調査体制と検証体制は次の通りです。 
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１．社内独自調査ﾁｰﾑ： 

   ①ﾁｰﾑﾒﾝﾊﾞｰ   取締役社長、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・ﾘｽｸ管理担当役員、常勤監査役、 

           顧問弁護士、内部監査室長及び室員、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ室長、ﾘｽｸ管理室長 

   ②目的    ・事実確認調査と問題点把握 

          ・過年度業績訂正の正確な数値把握 

          ・改善策立案 
  

２．外部調査委員会：  

①ﾒﾝﾊﾞｰ     上野正彦 （弁護士・公認会計士、会社更生管財人経験者） 

           長谷則彦 （弁護士、社外監査役経験者） 

           青井義幸 （公認会計士） 

     ②目的    ・調査の対象・方法等の適切性検証 

          ・改善策の相当性検証 

          ・関与者及び経営監督者の処分の妥当性検証 
 
（６）外部調査委員会の検証結果  

添付の外部調査委員会意見書をご参照下さい。 

 

（７）関与役員の引責辞任と社内処分予定について  

 １．関与役員の引責辞任  

① 主導的関与者 

常務取締役国内事業本部長：   8 月末をもって取締役辞任 

                （役員退職慰労金の辞退） 

 ② 直接関与者 

取締役小型事業本部長（前営業業務部長）：    

  8 月末をもって取締役辞任 

                    （役員退職慰労金の辞退）  

  

２．直接関与者及び準直接関与者の処分予定（従業員）  

直接・準直接関与者の内 

   現在在籍する管理職：        懲戒規程に基づく厳正な処分  

 

３．経営監督責任処分予定  

 ・取締役社長：          現役員報酬の 30％返上    3 ヶ月分 

 ・当時取締役副社長・専務：    現役員報酬の 15％返上    2 ヶ月分 

 ・当時常務取締役・取締役：    現役員報酬の 5 ～ 10％返上  1 ヶ月分 

・当時常勤監査役：        対象者なし 

                                      

 

 以 上 




